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　3,000億円を上限とします。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、平成29年２月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原

届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及

び「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

原届出書を以下の内容に訂正します。下線部　　　　は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（前略）

③ファミリーファンド方式

（中略）

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう

ことがあります。2016年12月30日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

（中略）

キャピタル日本株式ファンドⅠ（適格機関投資家用）　

2014年４月２日設定

 

④委託会社の概況（2016年12月30日現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③ファミリーファンド方式

（中略）

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう

ことがあります。2017年６月30日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

（中略）

④委託会社の概況（2017年６月30日現在）

（以下略）

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（前略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2016年12月30日現在）

運用部（８名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（７名）

（中略）

※上記は2016年12月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合がありま

す。

 

＜訂正後＞
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（前略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2017年６月30日現在）

運用部（８名）／法務コンプライアンス部（２名）／オペレーション部（７名）

（中略）

※上記は2017年６月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合がありま

す。

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（前略）

＜リスク管理体制＞

（中略）

カウンターパーティー・リスク管理

（中略）

※上記は2016年12月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が

あります。

 

＜訂正後＞

（前略）

＜リスク管理体制＞

（中略）

カウンターパーティー・リスク管理

（中略）

※上記は2017年6月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があ

ります。

 

原届出書の第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク　リスクの定量的比較につきましては、

以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

EDINET提出書類

キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/31



 

４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
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内容は、2016年12月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く

ださい。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（以下略）

＜訂正後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱

内容は、2017年６月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く

ださい。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（以下略）

 

５【運用状況】

原届出書の第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況につきましては、以下の内容に更新・

訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）【投資状況】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

平成29年 6月30日現在
 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 3,852,042,700 100.07

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,703,838 △0.07

合計(純資産総額) 3,849,338,862 100.00
 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

 

平成29年 6月30日現在
 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 46,075,474,900 97.05

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,400,509,287 2.94

合計(純資産総額) 47,475,984,187 100.00
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル日本株式ファンドＦ
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a.上位30銘柄
 

平成29年 6月30日現在
 

順位 国／地域 種類 銘柄名
口数

(口)

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本 親投資信託
受益証券

キャピタル・インターナショナ
ル・ジャパン・エクイティ・マ
ザーファンド

281,171 12,599.00 3,542,580,284 13,700.00 3,852,042,700100.07

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率
 

平成29年 6月30日現在
 

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.07

合計 100.07
 

（参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

a.上位30銘柄
 

平成29年 6月30日現在
 

順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量
簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本 株式 ＳＭＣ 機械 57,600 29,098.75 1,676,088,000 34,150.00 1,967,040,000 4.14

2 日本 株式 村田製作所 電気機器 110,300 15,615.00 1,722,334,500 17,070.00 1,882,821,000 3.96

3 日本 株式 旭化成 化学 1,527,000 1,058.50 1,616,329,500 1,207.50 1,843,852,500 3.88

4 日本 株式 ソフトバンクグルー
プ

情報・通
信業

201,900 7,816.60 1,578,171,639 9,097.00 1,836,684,300 3.86

5 日本 株式 オリックス その他金
融業

770,300 1,895.00 1,459,718,500 1,740.00 1,340,322,000 2.82

6 日本 株式 信越化学工業 化学 125,600 9,155.75 1,149,962,200 10,185.00 1,279,236,000 2.69

7 日本 株式 キーエンス 電気機器 25,400 36,560.00 928,624,000 49,340.00 1,253,236,000 2.63

8 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 311,200 3,377.96 1,051,222,825 3,838.00 1,194,385,600 2.51

9 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 296,200 3,861.89 1,143,891,818 3,947.00 1,169,101,400 2.46

10 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ

銀行業 1,373,000 751.65 1,032,027,218 754.80 1,036,340,400 2.18

11 日本 株式 日本電産 電気機器 89,200 10,010.93 892,974,956 11,510.00 1,026,692,000 2.16

12 日本 株式 三井住友フィナン
シャルグループ

銀行業 228,000 4,675.61 1,066,039,080 4,379.00 998,412,000 2.10

13 日本 株式 三菱電機 電気機器 613,500 1,654.36 1,014,949,860 1,615.50 991,109,250 2.08

14 日本 株式 ＩＨＩ 機械 2,484,000 349.00 866,916,000 382.00 948,888,000 1.99

15 日本 株式 大和証券グループ本
社

証券、商
品先物取
引業

1,410,000 756.33 1,066,425,300 665.80 938,778,000 1.97

16 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通
信業

274,800 2,977.50 818,217,000 2,975.00 817,530,000 1.72

17 日本 株式 浜松ホトニクス 電気機器 226,800 3,092.72 701,428,896 3,450.00 782,460,000 1.64

18 日本 株式 シスメックス 電気機器 116,100 6,502.09 754,892,649 6,710.00 779,031,000 1.64

19 日本 株式 良品計画 小売業 27,200 22,391.84 609,058,048 28,070.00 763,504,000 1.60

20 日本 株式 三井住友トラスト・
ホールディングス

銀行業 184,300 4,440.60 818,402,580 4,019.00 740,701,700 1.56
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21 日本 株式 塩野義製薬 医薬品 112,800 5,099.26 575,197,453 6,259.00 706,015,200 1.48

22 日本 株式 りそなホールディン
グス

銀行業 1,127,900 622.46 702,072,634 618.50 697,606,150 1.46

23 日本 株式 ホシザキ 機械 65,500 8,760.00 573,780,000 10,160.00 665,480,000 1.40

24 日本 株式 楽天 サービス
業

488,200 1,173.00 572,658,600 1,322.00 645,400,400 1.35

25 日本 株式 朝日インテック 精密機器 117,000 4,232.40 495,190,800 5,110.00 597,870,000 1.25

26 日本 株式 ニフコ 化学 95,400 5,950.00 567,630,000 6,030.00 575,262,000 1.21

27 日本 株式 ＳＢＩホールディン
グス

証券、商
品先物取
引業

377,200 1,543.00 582,019,600 1,522.00 574,098,400 1.20

28 日本 株式 明治ホールディング
ス

食料品 60,200 9,464.41 569,757,482 9,110.00 548,422,000 1.15

29 日本 株式 大和工業 鉄鋼 184,900 3,343.74 618,257,526 2,880.00 532,512,000 1.12

30 日本 株式 西武ホールディング
ス

陸運業 253,900 2,082.11 528,647,729 2,077.00 527,350,300 1.11

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率
 

平成29年 6月30日現在
 

種類 業種 投資比率（％）

株式 水産・農林業 0.58

建設業 3.59

食料品 4.35

化学 10.51

医薬品 1.48

鉄鋼 1.67

非鉄金属 0.93

金属製品 0.72

機械 12.54

電気機器 17.49

輸送用機器 2.84

精密機器 3.14

その他製品 0.61

電気・ガス業 0.35

陸運業 1.36

倉庫・運輸関連業 0.52

情報・通信業 8.27

卸売業 2.86

小売業 2.98

銀行業 9.01

証券、商品先物取引業 3.18

保険業 1.16

その他金融業 2.82

不動産業 0.38

サービス業 3.59

合計 　 97.05

EDINET提出書類

キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 8/31



 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をい
います。

②【投資不動産物件】

キャピタル日本株式ファンドＦ

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

 

該当事項はありません。
 

（参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

 

 

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

 

期
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期 (平成28年11月21日) 982,704,439 982,704,439 0.9323 0.9323

平成28年 6月末日 284,500,997 ― 0.7865 ―

　　　　 7月末日 392,148,095 ― 0.8340 ―

　　　　 8月末日 486,852,120 ― 0.8530 ―

　　　　 9月末日 665,561,046 ― 0.8500 ―

　　　　10月末日 844,403,831 ― 0.8984 ―

　　　　11月末日 1,039,305,593 ― 0.9448 ―

　　　　12月末日 1,437,371,536 ― 0.9688 ―

平成29年 1月末日 2,019,761,912 ― 0.9788 ―

　　　　 2月末日 2,300,595,677 ― 0.9940 ―

　　　　 3月末日 2,553,490,854 ― 0.9843 ―

　　　　 4月末日 3,090,288,567 ― 0.9904 ―

　　　　 5月末日 3,448,078,853 ― 1.0255 ―
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　　　　 6月末日 3,849,338,862 ― 1.0558 ―
 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

 

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 平成27年12月30日～平成28年11月21日 0
 

③【収益率の推移】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

 

期 計算期間 収益率（％）

第1期 平成27年12月30日～平成28年11月21日 △6.8

第2中間計算期間末 平成28年11月22日～平成29年 5月21日 9.1

 

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
 

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）

第1期 平成27年12月30日～平成28年11月21日 1,071,231,895 17,111,588 1,054,120,307

第2中間計算期間末 平成28年11月22日～平成29年 5月21日 2,231,515,271 71,498,530 3,214,137,048

 

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　１ 財務諸表につきましては、以下の

内容が追加されます。

 

 

 

（１）       当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す

る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）     　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（平成28年11月

22日から平成29年 5月21日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査

を受けております。

 

【中間財務諸表】

【キャピタル日本株式ファンドＦ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第1期
平成28年11月21日現在

第2期中間計算期間
平成29年 5月21日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 - 4,044,791

コール・ローン 2,343,659 8,783,394

親投資信託受益証券 982,071,016 3,267,582,183

流動資産合計 984,414,675 3,280,410,368

資産合計 984,414,675 3,280,410,368

負債の部

流動負債

未払解約金 - 1,850,661

未払受託者報酬 47,094 230,059

未払委託者報酬 1,554,159 7,592,023

未払利息 6 72

その他未払費用 108,977 532,494

流動負債合計 1,710,236 10,205,309

負債合計 1,710,236 10,205,309

純資産の部

元本等

元本 1,054,120,307 3,214,137,048

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △71,415,868 56,068,011

元本等合計 982,704,439 3,270,205,059

純資産合計 982,704,439 3,270,205,059

負債純資産合計 984,414,675 3,280,410,368

（２）【中間損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）

第1期中間計算期間
自　平成27年12月30日
至　平成28年 6月29日

第2期中間計算期間
自　平成28年11月22日
至　平成29年 5月21日

営業収益

有価証券売買等損益 △21,622,316 177,663,167

営業収益合計 △21,622,316 177,663,167

営業費用

支払利息 - 815

受託者報酬 7,954 230,059

委託者報酬 262,341 7,592,023

その他費用 18,366 532,503

営業費用合計 288,661 8,355,400

営業利益又は営業損失（△） △21,910,977 169,307,767

経常利益又は経常損失（△） △21,910,977 169,307,767

中間純利益又は中間純損失（△） △21,910,977 169,307,767

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △4,677 1,508,115

期首剰余金又は期首欠損金（△） - △71,415,868

剰余金増加額又は欠損金減少額 13,613 3,718,606

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

13,613 3,718,606

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

- -

剰余金減少額又は欠損金増加額 49,328,173 44,034,379

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

- -

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

49,328,173 44,034,379

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） △71,220,860 56,068,011

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資

信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

２.その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

ファンドの計算期間

　当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとなっ

ておりますが、第2期中間計算期間は信託約款の定めにより、平成28年11月22日か

ら平成29年 5月21日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）
 

 

第1期

平成28年11月21日現在

第2期中間計算期間

平成29年 5月21日現在

１. 当該計算期間の末日における受益権の総数 １. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数

   1,054,120,307口   3,214,137,048口

２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

定する額

２. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規

定する額

  元本の欠損 71,415,868円  元本の欠損 －円

３. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額
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  1口当たり純資産額 0.9323円  1口当たり純資産額 1.0174円

  (1万口当たり純資産額) (9,323円)  (1万口当たり純資産額) (10,174円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
 

 

 

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　　　　　　　 項目

第1期

自 平成27年12月30日

至 平成28年11月21日

第2期中間計算期間

自 平成28年11月22日

至 平成29年 5月21日

１.貸借対照表計上額、時価及び差額 　貸借対照表上の金融商品は原則として

すべて時価で評価しているため、貸借対

照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則と

してすべて時価で評価しているため、中

間貸借対照表計上額と時価との差額はあ

りません。

２.時価の算定方法 (1)親投資信託受益証券 (1)親投資信託受益証券

 　｢(重要な会計方針に係る事項に関する

注記)｣に記載しております。

同左

 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭

債務

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭

債務

 　短期間で決済されるため、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿

価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補

足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれること

もあります。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、

異なる前提条件等によった場合、当該価

額が異なることもあります。

同左

 

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 
 

 

　

（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。

　

（その他の注記）
 

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動
 

項目

第1期

自 平成27年12月30日

至 平成28年11月21日

第2期中間計算期間

自 平成28年11月22日

至 平成29年 5月21日

期首元本額 100,000円 1,054,120,307円

期中追加設定元本額 1,071,131,895円 2,231,515,271円

期中一部解約元本額 17,111,588円 71,498,530円

 

（参考）

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド

　当ファンドは、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を

主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファ

ンドの受益証券であります。

　開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に

示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

 

貸借対照表

（単位：円）

平成29年 5月21日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 983,303

コール・ローン 1,126,236,575

株式 49,849,329,720

未収入金 2,409,447,298

未収配当金 537,742,225

流動資産合計 53,923,739,121

資産合計 53,923,739,121

負債の部

流動負債

未払金 382,902,674

未払利息 3,085

流動負債合計 382,905,759

負債合計 382,905,759

純資産の部

元本等

元本 40,588,360,000

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 12,952,473,362

元本等合計 53,540,833,362

純資産合計 53,540,833,362

負債純資産合計 53,923,739,121
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注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式

　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

　時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場（最終相場の

ないものについては、直近の日の最終相場、または気配相場）に基づいて評価して

おります。

２.収益及び費用の計上基準 受取配当金

　株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、いま

だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、後日、予想配当金額の変更また

は配当金額の確定により当初の予想配当金額との間に差異が生じた場合、差異を確

認次第、その差額を計上しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）
 

 

項目 平成29年 5月21日現在

１. 計算日における受益権の総数  4,058,836口

２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 13,191円

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

 

　　　　　　　 項目
自 平成28年11月22日

至 平成29年 5月21日

１.貸借対照表計上額、時価及び差額 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照

表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法 (1)株式

 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)｣に記載しております。

 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補

足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定

の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異

なることもあります。

 

　

（デリバティブ取引に関する注記）
 

 

該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
 

 

 

該当事項はありません。

　

（その他の注記）
 

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
 

項目 平成29年 5月21日現在

同計算期間の期首元本額 53,139,790,000円

同計算期間の追加設定元本額 3,724,440,000円

同計算期間の一部解約元本額 16,275,870,000円

計算日の元本額※ 40,588,360,000円

※元本額の内訳  

キャピタル日本株式ファンド 11,782,890,000円

キャピタル日本株式ファンドＦ 2,477,130,000円

キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド　Ｆ（適格機関

投資家専用）
24,978,540,000円

キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド（適格機関投資家用） 1,042,180,000円

キャピタル日本株式ファンドⅠ（適格機関投資家用） 307,620,000円

 

２【ファンドの現況】

原届出書の第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況　２ファンドの現況につきましては、以下の内

容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

キャピタル日本株式ファンドＦ

 

平成29年 6月30日現在
 

Ⅰ　資産総額 3,874,085,231円　

Ⅱ　負債総額 24,746,369円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,849,338,862円　

Ⅳ　発行済口数 3,646,064,138口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0558円　
 

（参考）キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
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平成29年 6月30日現在
 

Ⅰ　資産総額 47,780,916,500円　

Ⅱ　負債総額 304,932,313円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,475,984,187円　

Ⅳ　発行済口数 3,465,450口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 13,700円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（１）資本金の額（2016年12月30日現在）

（中略）

過去５年間における資本金の額の増減

2012年３月　 資本金の額41億6,500万円から46億6,500万円に増資

（中略）

（２）会社の機構（2016年12月30日現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（１）資本金の額（2017年6月30日現在）

（中略）

過去５年間における資本金の額の増減

（中略）

（２）会社の機構（2017年6月30日現在）

（以下略）

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定

を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

委託会社の運用する証券投資信託は2016年12月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま

す。）。

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 19 132,388

合計 19 132,388

 

＜訂正後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定

を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

委託会社の運用する証券投資信託は2017年6月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま

す。）。

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 20 220,886

合計 20 220,886
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３【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況につきまして

は、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。

 

＜訂正前＞

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と

いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日

内閣府令第52号)に基づき作成しております。

 

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自平成27年7月1日　至平成28年6

月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

 

＜訂正後＞

１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と

いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日

内閣府令第52号)に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規

則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

 

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自平成27年7月1日　至平成28年6

月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（自平成28年7月1日　至平成28年

12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

 

 

＜中間財務諸表＞

 

（３）【株主資本等変動計算書】

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間

(平成28年12月31日現在)

科目
注記

番号

内訳

(千円)

金額

(千円)

(資産の部)    

Ⅰ. 流動資産    

 1.現金・預金   1,040,683
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 2.証券会社預け金   1,081,008

 3.前払費用   48,870

 4.未収入金   386,278

 5.未収委託者報酬   326,778

 6.未収運用受託報酬   797,969

 7.繰延税金資産   177,293

 8.立替金   13,360

 流動資産計   3,872,244

Ⅱ. 固定資産    

 1.有形固定資産   80,834

 器具備品 *1 80,834  

 2.無形固定資産   4,528

 ソフトウェア  4,528  

 3.投資その他の資産   301,722

 (1)保険積立金  10,537  

 (2)長期差入保証金  274,383  

 (3)繰延税金資産  16,801  

 固定資産計   387,085

 資産合計   4,259,329

(負債の部)    

Ⅰ. 流動負債    

 1.預り金   17,270

 2.未払金   458,258

 (1)未払手数料  186,170  

 (2)その他未払金  272,088  

 3.未払費用   61,768

 4.未払法人税等   55,925

 5.未払消費税等 *2  20,745

 6.賞与引当金   297,202

 7.役員賞与引当金   1,053

 流動負債計   912,225

Ⅱ. 固定負債    

 1.退職給付引当金   1,316,455

 2.資産除去債務   241,668

 固定負債計   1,558,124

 負債合計   2,470,350

(純資産の部)    

Ⅰ. 株主資本    

 1.資本金   450,000

 2.資本剰余金   582,736

 資本準備金  582,736  

 3.利益剰余金   756,242

 その他利益剰余金  756,242  

 繰越利益剰余金  756,242  

 株主資本計   1,788,979

 純資産合計   1,788,979

 負債・純資産合計   4,259,329

 

(2)中間損益計算書
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当中間会計期間

　(自　平成28年 7月 1日　至　平成28年 12月31日)

科目
注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

Ⅰ. 営業収益    

 1.委託者報酬   537,094

 2.運用受託報酬   724,622

 3.その他営業収益 *2  2,083,427

 営業収益計   3,345,144

Ⅱ. 営業費用    

 1.支払手数料 *2  1,436,186

 2.広告宣伝費   38,369

 3.調査費   76,691

 4.営業雑経費   28,950

 (1)通信費  11,876  

 (2)印刷費  10,980  

 (3)協会費  6,092  

 営業費用計   1,580,198

Ⅲ. 一般管理費    

 1.給料   1,067,363

 (1)役員報酬  27,677  

 (2)給料・手当  549,223  

 (3)賞与  312,934  

 (4)賞与引当金繰入額  176,474  

 (5)役員賞与引当金繰入額  1,053  

 2.交際費   5,749

 3.寄付金   3,183

 4.旅費交通費   52,920

 5.租税公課   17,089

 6.不動産賃借料   156,916

 7.退職給付費用   108,871

 8.固定資産減価償却費 *1  6,286

 9.器具備品賃借料   2,192

 10.消耗品費   6,736

 11.事務委託費   28,297

 12.採用費   5,038

 13.福利厚生費   102,997

 14.共通発生経費負担額 *3  20,947

 15.諸経費   3,770

 一般管理費計   1,588,362

営業利益   176,583

Ⅳ. 営業外収益    

 1.受取利息及び配当金   8,775

 2.雑収入   161

 営業外収益計   8,936

Ⅴ. 営業外費用    

 1.為替差損   1,571

 2.有価証券売却損   6

 営業外費用計   1,578
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経常利益   183,941

税引前中間純利益   183,941

法人税、住民税及び事業税   40,836

法人税等調整額   △ 25,447

中間純利益   168,553

 

(3)中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

(単位：千円）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価

証券

評価

差額金

評価・

換算

差額

等合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残

高
450,000 582,736 582,736 587,689 587,689 1,620,425 △ 7 △ 7 1,620,418

当中間期

変動額
         

　中間純

利益
   168,553 168,553 168,553   168,553

株主資本

以外の項

目の当中

間期変動

額（純

額）

      7 7 7

当中間期

変動額合

計

- - - 168,553 168,553 168,553 7 7 168,560

当中間期

末残高
450,000 582,736 582,736 756,242 756,242 1,788,979 - - 1,788,979

 

[重要な会計方針]
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1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、器具備品4～15年であります。

(2)無形固定資産             　

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期

間(5年）に基づいております。

 

3.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

 

4.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しており

ます。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上してお

ります。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上してお

ります。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。             　

 

5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

[追加情報]

 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年3月28日）を当

中間計算期間から適用しております。

 

 

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間

（平成28年12月31日現在）

 

*1.有形固定資産の減価償却累計額             17,614千円

*2.消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
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(中間損益計算書関係)

当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

 

*1.減価償却実施額

有形固定資産                          5,655千円

無形固定資産                          　630千円

 

*2.　当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カ

ンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタ

ル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で

各種投資運用サービスを相互に提供しております。

 

当社の主要な事業は、当社が各グループ会社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査

業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）であり、当該

サービスに係る対価は、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準

に一定の利益率を加味して算定し、その他営業収益に計上しております。

 

当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連

業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準

に算定し、支払手数料に含めて計上しております。

 

*3.共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

 

発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 56,400 - - 56,400

 

[リース取引関係]

当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

 

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。

 

2. オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

1年以内

1年超

 

 

286,555

238,796

 

 

千円

千円

合計 525,351 千円

 

[金融商品関係]
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当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

 

1．金融商品の時価等に関する事項

 中間貸借対照表計

上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

長期差入保証金 274,383 274,443 △ 60

時価については、下記の考え方によっております。その結果、平成28年12月31日における上記以外のそ

の他金融商品の中間貸借対照表計上額は、時価と同額または近似しているため、上記表における記載を省

略しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金・預金、証券会社預け金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(2)投資有価証券

証券投資信託であります。証券投資信託の時価は、当社が算定し、公表している基準価額によってお

ります。

(3)長期差入保証金

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標

で割引き算定する方法によっております。

負債

(1)未払金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と同額または近似していると考えております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

 

[資産除去債務関係]

当中間会計期間

（平成28年12月31日現在）

 

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高　　　　239,869千円

時の経過による調整額　　　　1,799千円

当中間会計期間末残高　　　241,668千円

 

 

[セグメント情報等]

当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）
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（セグメント情報）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連情報）

1.サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省

略しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

日本 米国 その他 合計

1,202,098千円 2,083,427千円 59,618千円 3,345,144千円

（注）営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 営業収益

キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 2,083,427千円

 

[1株当たり情報]

当中間会計期間

（自平成28年7月1日　至平成28年12月31日）

 

1株当たり純資産額

1株当たり中間純利益金額

31,719.48

2,988.53

円

円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る中間純利益

期中平均株式数

168,553

-

168,553

56,400

千円

千円

千円

株

 

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

（前略）

（２）販売会社

①名称：みずほ証券株式会社

②資本金の額：125,167百万円（2016年３月31日現在）

（中略）

①名称：楽天証券株式会社

②資本金の額：7,495百万円（2016年３月31日現在）
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（中略）

（３）投資顧問会社（マザーファンドの投資顧問会社）

①名称：キャピタル・インターナショナル・インク

②資本金の額：10千米ドル（2016年６月末現在）

約116万円（米ドルの邦貨換算レートは、１米ドル116.49円、2016年12月30日の株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

（２）販売会社

①名称：みずほ証券株式会社

②資本金の額：125,167百万円（2016年９月30日現在）

（中略）

①名称：楽天証券株式会社

②資本金の額：7,495百万円（2017年６月30日現在）

（中略）

（３）投資顧問会社（マザーファンドの投資顧問会社）

①名称：キャピタル・インターナショナル・インク

②資本金の額：10千米ドル（2016年６月末現在）

約112万円（米ドルの邦貨換算レートは、１米ドル112.00円、2017年６月30日の株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値によります。）

（以下略）
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独立監査人の中間監査報告書

 
 
 

平成２９年７月１８日

キャピタル・インターナショナル株式会社

取　　 締　　 役　　 会 御中

 
 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員  

 

 

公認会計士

 
 
中　　島　　紀　　子

 
 

印

 
 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているキャピタル日本株式ファンドＦの平成２８年１１月２２日から平成２９年５月２１日までの中
間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間
監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、キャピタル日本株式ファンドＦの平成２９年５月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（平成２８年１１月２２日から平成２９年５月２１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
 
利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成２９年３月２１日

 

キャピタル・インターナショナル株式会社

取　　 締　　 役　　 会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員  

 

 

公認会計士

 
 
佐　　藤　　　　誠

 
 

印

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員  

 

 

公認会計士

 
 
水　 野 　　龍 　也

 
 

印
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当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の平成

２８年７月１日から平成２９年６月３０日までの第３３期事業年度の中間会計期間（平成２８

年７月１日から平成２８年１２月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について

中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策

定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され

る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監

査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、

中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の平成２８年１２月

３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２８年７月１日から平成

２８年１２月３１日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上

 

 
※　１．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ

り、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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